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原子力規制委員会って何？

• 現在の原子力安全・保安院および原子力
安全委員会を一元化して設置される新組
織で９月から発足。

• 国家行政組織法第３条に基づいて設置さ
れた強い権限をもつ行政委員会

• ５人の委員から構成。委員は総理大臣で
も罷免はできない。

• 原子力安全規制、核セキュリティ、核不
拡散、放射線モニタリングなどを一元的
に。 2
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原子力規制委員会

（委員長）

• 田中俊一（たなか しゅんいち）

（委員）

• 更田豊志（ふけた とよし）

• 中村佳代子（なかむら かよこ）

• 大島賢三（おおしま けんぞう）

• 島崎邦彦（しまざき くにひこ）

5



違法性の高い人事に批判噴出

• 原子力規制委員会設置法の趣旨は、「利
用と規制の分離」「原子力安全規制に対
する国民の信頼を得る」「原子力ムラか
らの影響排除」
→これらを完全に無視

• 原子力規制委員会設置法の趣旨に反し、
同法第７条第７項違反

• 7月3日付政府ガイドライン違反
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原子力規制委員会設置法
第７条第７項3号

• 「原子力に係る製錬、加工、貯蔵、
再処理若しくは廃棄の事業を行う
者」（＝原子力事業者）の役員・従
業員は、委員長または委員に就任す
ることができない。

7月3日付政府ルール
＝ 「就任前直近３年間に、原子力事業
者等及びその団体の役員、従業員等で
あった者」は委員に就任できない 7



委員長・委員の資質
～低線量被ばくを過小評価～

• 田中俊一氏は、最後まで原子力損害賠償紛争審
査会で、自主的避難者への賠償に反対。

• 「100mSvというのは健康に大きな影響がないと
いうこと。このあたりをどう今後住民に、折り
合いをつけていただくかということが大変大
事」

• 中村佳代子氏は、「低線量被ばくでは、子ども
と大人で発がんリスクに差がない」などの発言
を行っており、被ばくのリスクや影響を否定す
る立場 8
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原子力規制委員会の権限

「政治的なことには関与しない」として、
田中俊一委員長は、大飯原発の運転続行、
大間原発の建設再開を容認

①「政治的なことには関与しない」の意味は？

②「科学的・技術的」な問題に議論を絞るのだっ
たら、「科学的・技術的」な審議未了の大飯原
発をまず止めるべき
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改定原子炉等規制法

（設置の許可）
第四十三条の三の五 発電用原子炉を設
置しようとする者は、政令で定めるところ
により、原子力規制委員会の許可を受けな
ければならない。

第四十三条の三の六 原子力規制委員会は、
前条第１項の許可の申請があった場合にお
いては、その申請が次の各号のいずれにも
適合していると認めるときでなければ、同
項の許可をしてはならない。 20



改定原子炉等規制法

四 発電用原子炉施設の位置、構造及び設
備が核燃料物質若しくは核燃料物質によっ
て汚染された物又は発電用原子炉による災
害の防止上支障がないものとして原子力規
制委員会規則で定める基準に適合するもの
であること
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改定原子炉等規制法

第四十三条の三の二十三 原子力規制委
員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若
しくは設備が第四十三条の三の六第一項第
四号の基準に適合していないと認めると
き、…当該発電用原子炉施設の使用の停
止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の
運転の方法の指定その他保安のために必要
な措置を命ずることができる。
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原子炉設置許可権限を持つ者は、
当然にして、その取り消し権限を
持つ
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いままでは経済産業大臣
（いちおう、選挙で落とせる）

民意が届かない
５人の原子力規制員会が

原発に関する
すべての権限を握ってしまった
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原子力規制委員会に要請書提出①
（2012年10月18日）

１．「原子力災害対策指針」の策定の前に福島の
実態を調査し、「年20ミリシーベルト」を基準と
した国の避難政策を見直してください。また、策
定の際には、広く市民の意見もきいてください

２．新安全基準に基づく安全審査が未了の原発は
止めて下さい。大飯原発をまず止めて下さい

３．再稼働に向けた安全基準づくりを拙速に行う
べきではありません。安全基準の「骨子」による
判断を行うべきではありません 25



４．大間原発の建設中止を勧告して下さい

５．市民の声にも耳を傾けてください。市
民からの要請書を読みもせずに「理解しが
たい」と決めつけることはやめてください

６．公安警察を入れての傍聴者の監視をや
めてください

原子力規制委員会に要請書提出②
（2012年10月18日）
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規制委は完全無視

27



28



内容面での主要な課題

１．原発事故の影響による住民の健康管理
福島県側の県民健康管理調査ですでに市民団体などか
ら指摘されている問題をカバーできていない

２．原子力災害対策指針
パブコメにかけていない。福島原発事故の避難問題を
検証せず、IAEAの緊急時被ばく防護の基準（100mSv
／7日間、100mSv／年など）を導入か？

３．新安全審査基準
とにかく拙速。時間のかかる対策は後回し。
設計に関する対策はせず。
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たった５人の「雲上人」がすべて
を決めることの恐ろしさ
～実は官僚のレールの上
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